
・公益通報者保護規程

・ハラスメント関係規程

・個人情報保護関係規程

・利益相反マネジメント関係規程

・その他・・・・・・・・・

役員会

推進責任者
（総務担当理事）

学長

副推進責任者
（学長の指名する理事又は職員）

役職員の意識向上や関係諸規程等の整備など、コンプ
ライアンスの推進に必要な具体的措置を講じる

研究不正防止規程

総括責任者
（研究担当理事）

最高管理責任者（学長）

副総括責任者
（教育担当副学長）

研究倫理教育責任者
（各部局長等）

副研究倫理教育責任者
（各専攻長等）

研究不正防止委員会【常設】

通報窓口
（公益通報窓口〈内部監査室〉）

調査委員会【その都度】

公的研究費の不正防止規程

統括責任者
（研究担当理事）

管理責任者
（各部局長等）

副管理責任者
（各専攻長等）

公的研究費不正防止委員会【常設】

通報窓口
（公益通報窓口〈内部監査室〉）

調査委員会【その都度】

コンプライアンス規程

研究不正、公的研究費の不正使用
等に対応した条項を規定

懲戒処分の指針

その他コンプライアンス関連規程等

最高管理責任者（学長）

新ガイドラインに対応した全学的組織体制の再構築

損害賠償、刑事告訴等の条項を規定

H27.3.26役員会決定


